
 

引
間
飯
尾
氏
に
つ
い
て
の
研
究

は
、
坪
井
俊
三
氏
の
『
浜
松
の
歴
史
』

（
東
洋
書
院
・
一
九
八
三
年
）
六
、

２
「
飯
尾
氏
と
引
間
城
」
の
項
が
白

眉
で
あ
る
が
、
最
近
は
糟
谷
幸
裕
氏

の
『
移
行
期
の
東
海
地
域
史
』
（
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
第
五
章
「
境

目
」
の
「
地
域
権
力
と
戦
国
大
名
―

遠
州
引
間
飯
尾
氏
と
今
川
氏
」
な
ど

の
優
れ
た
研
究
も
出
て
き
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
糟
谷
氏
は
同
論
文
に
お

い
て
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
十

一
月
の
今
川
義
元
判
物
（
静
岡
県
史

資
料
編
７
中
世
三
―
二
六
〇
〇
、
以

下
「
静
」
＋
文
書
番
号
と
す
る
。
）

に
登
場
す
る
「
元
連
」
を
引
間
飯
尾

氏
の
乗
連
の
次
代
当
主
に
加
え
、
今

ま
で
乗
連
の
次
代
当
主
と
さ
れ
た
連

龍
と
元
連
と
連
龍
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
元
連
が
連
龍
と
改
名
し
た
可
能

性
も
示
唆
し
な
が
ら
、
ひ
と
ま
ず
別

人
と
見
な
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
や
は
り
連
龍
は
元
連
の
更

名
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

根
拠
は
右
の
義
元
判
物
に
求
め
ら
れ

る
。
当
該
判
物
は
、
今
川
氏
当
主
が

青
谷
弥
太
郎
に
、
引
間
領
で
あ
る
浜

松
荘
阿
多
古
青
谷
村
（
浜
松
市
天
竜

区
）
内
の
給
恩
分
を
直
接
安
堵
す
る

と
い
う
も
の
で
、
引
間
飯
尾
氏
の
先

主
三
河
吉
良
氏
以
来
従
属
し
て
き
た

地
侍
青
谷
氏
を
、
引
間
飯
尾
氏
か
ら

切
り
離
し
て
直
接
支
配
下
に
置
こ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

国
衆
に
服
属
し
て
い
た
地
侍
層
の

直
臣
化
を
図
る
の
は
、
隣
国
三
河
国

で
も
見
ら
れ
る
今
川
氏
の
方
針
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
国
衆
の
反
感
を
招

く
。
現
に
弘
治
年
間
（
一
五
五
五
～

五
七
）
に
は
三
河
国
で
大
規
模
な
国

衆
の
反
乱
が
発
生
し
て
い
る
（
弘
治

合
戦
）
。 

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
、
桶
狭

間
合
戦
に
お
け
る
義
元
戦
死
後
に
乗

連
は
隠
居
し
、
元
連
が
相
続
し
た
と

み
ら
れ
る
が
、
か
か
る
今
川
氏
の
方

針
は
次
代
の
氏
真
に
も
継
承
さ
れ
、

永
禄
五
年
二
月
、
改
め
て
青
谷
弥
太

郎
に
氏
真
が
所
領
安
堵
の
判
物
を
下

す
（
静
―
三
〇
〇
八
）
。
続
く
同
年

十
二
月
に
は
、
乗
連
の
時
代
に
今
川

氏
か
ら
宛
行
わ
れ
て
い
た
三
河
国
宝

飯
郡
大
塚
郷
（
蒲
郡
市
大
塚
町
）
が
、

大
塚
郷
の
旧
主
岩
瀬
家
久
に
還
付
さ

れ
た
（
静
―
三
一
〇
二
）
。
こ
れ
は

家
久
が
今
川
氏
に
再
び
帰
参
し
て
、

大
塚
城
を
奪
還
し
た
戦
功
に
報
い
た

止
む
を
得
な
い
措
置
で
は
あ
っ
た

が
、
父
乗
連
が
獲
得
し
た
所
領
を
強

制
的
に
返
納
さ
せ
ら
れ
た
（
替
地
は

給
与
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
）

こ
と
は
、
元
連
の
面
目
を
失
わ
せ
る

に
十
分
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
元
連
は
今
川
氏
か
ら
の

独
立
を
決
意
し
、
義
元
の
偏
諱
で
あ

ろ
う
「
元
」
字
を
捨
て
て
、
新
た
に

連
龍
と
名
乗
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
時
期
は
連
龍
の
実
名
の

初
見
史
料
で
あ
る
永
禄
六
年
三
月
以

前
で
あ
る
（
静
―
三
一
一
九
）
。
こ

れ
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
「
三

州
錯
乱
」
を
起
こ
し
て
今
川
氏
に
逆

心
し
た
松
平
元
康
が
、
「
家
康
」
に

改
名
し
た
と
さ
れ
る
永
禄
六
年
七
月

よ
り
も
早
い
。
同
年
十
二
月
、
連
龍

は
氏
真
の
軍
隊
を
引
間
領
内
に
迎
撃

飯
尾
「
元
連
」
と
飯
尾
連
龍 
 
 
 

小
林
輝
久
彦 
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し
て
、
激
し
い
戦
闘
を
開
始
し
た
（
静

―
三
一
七
二
ほ
か
）
。
「
遠
州
忩
劇
」

の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
二
俣

松
井
氏
・
犬
居
天
野
氏
な
ど
の
遠
江

国
衆
ら
が
連
龍
に
与
同
し
た
が
、
首

謀
者
は
連
龍
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
翌
年
の
永
禄
七
年
四
月
、
鷲
津

（
湖
西
市
）
本
興
寺
に
家
康
の
軍
勢

が
乱
入
し
、
連
龍
と
家
康
が
会
見
し

て
い
る
（
静
―
三
三
四
九
）
。
連
龍

は
早
く
か
ら
家
康
と
同
盟
を
結
ん
で

い
た
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。 

 

家
康
は
遠
州
忩
劇
の
混
乱
を
利
用

し
て
今
川
氏
の
反
抗
を
封
じ
、
領
内

で
の
一
向
一
揆
の
鎮
圧
に
も
成
功
し

て
、
永
禄
八
年
に
三
河
国
を
平
定
し

た
。
し
か
し
連
龍
は
氏
真
か
ら
一
旦

逆
心
を
赦
免
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局

同
年
に
成
敗
さ
れ
た
（
静
―
三
四
三

二
）
。
連
龍
の
独
立
の
夢
は
潰
え
た

の
で
あ
る
。 

       

例
会
告
要
旨 

三
月
例
会 

静
岡
県
教
育
会
館
地
階
Ｄ
会
議
室 

三
月
二
日
（
土
）
（
八
名
参
加
） 

近
世
天
領
の
廻
米
制
度
に
つ
い
て 

～
廻
船
差
配
人
の
動
向
を
中
心
に
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柴
雅
房 

本
報
告
は
、
主
に
県
内
史
料
を
活

用
し
、
近
世
後
期
に
お
け
る
韮
山
代

官
（
韮
山
役
所
）
支
配
地
の
廻
米
（
年

貢
米
の
江
戸
等
へ
の
輸
送
）
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
一 
廻
米
の
実
態 

近
世
後
期
、
韮
山
代
官
（
韮
山
役

所
）
支
配
地
は
伊
豆
国
と
駿
河
国
駿

東
郡
・
富
士
郡
に
お
い
て
支
配
替
え

を
頻
繁
に
行
い
つ
つ
も
、
約
２
万
石

程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

江
戸
の
浅
草
御
蔵
等
に
向
け
、
毎
年

廻
米
が
行
わ
れ
た
。 

廻
米
の
プ
ロ
セ
ス
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
勘
定
所
で
は
代
官
か
ら
の

検
見
の
結
果
報
告
を
受
け
て
、
そ
の

年
の
納
入
高
、
納
入
先
、
納
入
時
期
、

運
賃
を
代
官
に
指
示
。
代
官
は
廻
米

を
担
う
廻
船
（
御
城
米
船
）
の
調
達

を
始
め
る
。
調
達
方
法
に
つ
い
て
は
、

伊
豆
国
沿
岸
部
の
村
々
が
自
前
で
船

を
調
達
し
た
の
に
対
し
、
伊
豆
国
内

陸
部
や
駿
河
国
で
は
廻
船
差
配
人
が

代
官
か
ら
調
達
業
務
を
請
け
負
っ
て

い
る
。 

廻
船
差
配
人
に
は
廻
船
問
屋
に
限

ら
ず
資
力
の
あ
る
地
元
商
人
が
任
用

さ
れ
た
。
沼
津
の
江
戸
屋
直
右
衛
門
、

駿
府
の
野
崎
彦
左
衛
門
、
戸
田
の
井

田
屋
亀
三
郎
、
江
ノ
浦
の
善
十
郎
と

い
っ
た
名
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

文
化
・
文
政
期
に
限
っ
て
は
江
戸
の

納
宿
・
札
差
と
思
わ
れ
る
日
向
屋
藤

兵
衛
、
伊
勢
屋
長
右
衛
門
な
ど
が
年

貢
収
納
や
買
納
の
手
配
も
含
め
一
括

し
て
請
け
負
っ
て
い
る
。 

廻
船
差
配
人
に
よ
る
廻
船
調
達

は
、
代
官
の
後
ろ
盾
の
下
、
か
な
り

強
引
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
船

主
に
と
っ
て
御
城
米
船
に
指
定
さ
れ

る
こ
と
は
、
安
定
的
な
賃
料
収
益
が

見
込
め
る
一
方
、
廻
米
期
間
に
他
の

仕
事
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
の
デ
メ

リ
ッ
ト
も
あ
っ
た
。
御
城
米
船
の
船

籍
は
、
戸
田
を
は
じ
め
伊
豆
が
多
い

が
、
江
戸
も
一
定
の
割
合
を
占
め
て

い
る
。
尾
張
、
紀
州
、
相
州
福
浦
、

浦
賀
も
若
干
見
ら
れ
る
。 

廻
船
調
達
の
目
途
が
立
つ
と
、
代

官
は
村
々
に
対
し
、
積
立
湊
、
積
立

高
、
積
立
時
期
を
廻
状
に
よ
っ
て
指

示
し
た
。
主
な
積
立
湊
は
、
伊
豆
国

沿
岸
部
の
村
々
が
熱
海
、
下
田
、
手

石
、
日
高
、
宇
佐
美
。
伊
豆
国
内
陸

部
の
村
々
が
土
肥
、
三
津
、
塩
久
津
。

駿
河
国
村
々
が
沼
津
湊
で
あ
っ
た
。 

 

二 

廻
船
調
達
の
競
合 

幕
府
は
延
宝
期
に
全
国
の
天
領
に
安

定
的
に
廻
船
を
手
配
す
る
た
め
、
廻

船
調
達
体
制
を
整
備
。
具
体
的
に
は

西
廻
り
航
路
沿
岸
に
対
し
て
は
大
坂

代
官
と
大
坂
の
廻
船
差
配
人
が
、
東

廻
り
航
路
沿
岸
に
対
し
て
は
江
戸
の

廻
船
差
配
人
が
廻
船
調
達
を
請
け
負

う
こ
と
と
し
た
。
大
坂
と
江
戸
を
結

ぶ
東
海
地
域
に
つ
い
て
は
、
別
に
桑

名
商
人
敦
賀
屋
庄
右
衛
門
と
掛
塚
湊

の
高
塚
屋
伊
左
衛
門
が
廻
船
差
配
人

と
し
て
廻
船
調
達
を
請
け
負
っ
た
。

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
２
人
が
廻
船

調
達
を
行
っ
た
の
は
、
ほ
ぼ
美
濃
・

伊
勢
に
限
ら
れ
、
特
に
伊
豆
で
は
地

元
の
廻
船
差
配
人
と
の
間
で
激
し
い

御
城
米
船
の
争
奪
戦
を
繰
り
広
げ
て



い
る
。
争
奪
戦
に
は
尾
張
藩
、
紀
州

藩
も
加
わ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
維

新
期
に
は
伊
豆
・
駿
河
に
お
け
る
地

元
商
人
に
よ
る
廻
船
調
達
は
行
き
詰

ま
り
を
見
せ
、
灘
の
嘉
納
治
郎
作
な

ど
が
主
導
す
る
全
国
的
な
廻
船
調
達

体
制
へ
の
依
存
を
強
め
て
い
く
。 

 

五
月
例
会 

五
月
二
十
五
日
（
土
） 

静
岡
市
歴
史
博
物
館
講
座
室
（
二
十

名
参
加
） 

駿
河
の
戦
国
地
域
社
会
か
ら
み
た
今

川 
 
 
 
 
 
 
 
 

廣
田
浩
治 

中
世
・
戦
国
史
研
究
に
お
い
て
は
、

地
域
権
力
か
ら
一
定
度
自
立
し
た
諸

集
団
が
地
域
ご
と
に
ま
と
ま
り
を
も

つ
「
地
域
社
会
」
を
形
成
し
て
い
た

と
す
る
認
識
が
定
着
し
て
い
る
。
戦

国
期
の
基
本
的
な
領
主
と
評
価
さ
れ

る
「
戦
国
領
主
」
「
国
衆
」
の
支
配

領
域
も
、
そ
う
し
た
地
域
社
会
を
基

盤
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う

し
た
状
況
の
な
か
今
川
氏
の
領
国
駿

河
に
つ
い
て
は
、
そ
の
領
国
支
配
制

度
の
研
究
に
は
数
多
の
成
果
が
あ
る

が
、
こ
れ
に
対
す
る
地
域
の
諸
集
団

や
社
会
の
下
か
ら
の
動
向
や
対
応

は
、
近
年
再
び
研
究
が
現
れ
つ
つ
あ

る
と
は
い
え
、
現
時
点
で
は
研
究
が

十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
本
報
告
で
は
、
駿
河
の
地
域
の

諸
集
団
・
諸
勢
力
の
動
向
を
検
討
し

て
地
域
社
会
の
多
元
的
な
構
造
を
描

き
出
し
、
地
域
社
会
に
対
す
る
今
川

氏
の
支
配
の
あ
り
方
を
再
考
し
て
み

た
い
。 

駿
河
の
流
通
と
都
市
・
商
人
に
つ

い
て
み
る
と
、
駿
府
今
宿
の
豪
商
友

野
氏
は
京
都
・
伊
勢
・
関
東
と
の
遠

隔
地
商
業
の
担
い
手
で
、
商
人
頭
お

よ
び
友
野
座
の
長
と
し
て
駿
府
の
商

人
を
統
制
し
た
。
友
野
氏
は
諸
国
の

大
名
領
の
商
人
頭
と
同
様
に
、
商
人

間
の
「
さ
ば
き
」
（
自
力
支
配
権
）

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
友
野
氏
は
駿
河
の
四
宿
（
江
尻

・
岡
宮
・
原
・
沼
津
）
か
ら
の
木
綿

役
徴
収
の
権
限
を
持
ち
、
駿
河
の
各

宿
よ
り
優
位
な
地
位
に
あ
っ
た
。
宿

で
も
江
尻
の
よ
う
に
外
部
の
商
人
が

宿
泊
す
る
商
人
宿
が
あ
り
地
域
間
商

業
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
駿
河
で
は

駿
府
の
豪
商
を
中
心
に
し
た
都
市

（
宿
）
間
・
商
人
間
の
階
層
秩
序
が

形
成
さ
れ
た
。
海
上
交
通
で
は
小
柳

津
（
焼
津
市
）
出
身
と
思
わ
れ
る
小

柳
津
藤
次
郎
が
清
水
に
廻
船
業
の
拠

点
を
形
成
し
、
駿
河
・
遠
江
・
伊
豆

の
湊
を
行
き
来
し
て
商
い
を
行
っ

た
。
こ
こ
か
ら
駿
河
湾
と
周
辺
一
帯

の
海
上
交
通
の
上
で
清
水
が
中
心
地

に
な
り
つ
つ
あ
る
動
き
が
う
か
が
え

る
。
今
川
氏
は
駿
府
や
清
水
を
軸
に

駿
河
の
海
陸
の
流
通
秩
序
の
再
編
を

志
向
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
都
市
商

人
や
廻
船
商
人
に
対
す
る
多
彩
な
諸

役
賦
課
制
度
を
整
備
し
た
。
駿
府
の

豪
商
松
木
氏
は
今
川
氏
か
ら
給
恩
を

与
え
ら
れ
て
京
都
往
来
の
奉
公
を
つ

と
め
、
小
柳
津
藤
次
郎
も
今
川
一
族

瀬
名
氏
の
被
官
で
、
「
中
間
」
（
お

そ
ら
く
今
川
氏
の
中
間
身
分
）
と
な

っ
て
い
る
。
今
川
氏
や
、
駿
東
の
葛

山
氏
の
よ
う
な
「
戦
国
領
主
」
「
国

衆
」
以
外
に
は
、
流
通
の
編
成
支
配

を
行
っ
て
い
る
領
主
は
み
ら
れ
な

い
。 村

落
が
つ
く
る
地
域
社
会
に
つ
い

て
は
、
駿
河
で
も
蜂
ヶ
谷
若
宮
八
幡

宮
の
修
造
棟
札
に
み
る
よ
う
に
百
姓

・
政
所
・
領
主
が
つ
く
る
村
落
住
民

自
治
が
存
在
し
、
浅
服
六
郷
の
う
ち

で
も
北
浅
間
神
社
を
信
仰
す
る
地
域

集
団
（
浅
服
浅
間
衆
）
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
村
落
は
志
太
郡
の
岡
部
・
薮
田

の
堺
相
論
に
み
る
と
お
り
村
落
は
湯

起
請
に
よ
る
紛
争
解
決
を
行
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
村
落
が
連
合
し
た
郷

の
結
合
（
浅
服
六
郷
な
ど
）
も
駿
河

各
地
で
み
ら
れ
る
。
安
倍
郡
山
間
地

で
は
朝
倉
氏
を
中
心
に
安
倍
西
河
内

と
い
う
村
落
の
ま
と
ま
り
が
あ
っ

た
。
安
倍
郡
の
郷
や
村
で
は
、
俵
峰

の
杉
山
氏
（
後
の
安
倍
七
騎
の
一
つ
）

や
浅
服
浅
間
衆
の
藤
島
氏
の
よ
う
な

村
の
侍
衆
が
現
れ
、
杉
山
氏
は
今
川

氏
と
給
恩
・
奉
公
の
関
係
を
結
ん
で

家
臣
化
し
た
。
安
倍
西
河
内
の
朝
倉

氏
も
広
域
支
配
を
行
う
「
戦
国
領
主
」

「
国
衆
」
と
は
い
え
ず
、
村
を
基
盤

に
し
た
土
豪
・
侍
衆
で
あ
る
と
考
え

る
。
駿
河
で
は
十
六
世
紀
中
盤
か
ら

村
の
侍
衆
が
多
く
現
れ
、
そ
の
文
書

（
い
わ
ゆ
る
地
下
文
書
）
が
増
え
て

い
く
。
今
川
氏
は
郷
や
侍
衆
に
陣
夫

役
や
棟
別
銭
を
負
担
さ
せ
、
侍
衆
を

軍
事
力
に
編
成
し
、
杉
山
氏
に
対
し

て
は
そ
の
一
族
所
領
相
論
に
ま
で
裁

許
を
与
え
て
い
る
。
安
倍
郡
山
間
地

は
駿
府
へ
の
材
木
供
給
地
で
も
あ

り
、
ま
た
今
川
氏
真
と
武
田
信
玄
の

戦
闘
で
は
「
山
々
の
一
揆
中
」
「
井



河
・
安
倍
の
一
揆
中
」
と
し
て
活
動

し
て
い
る
。
「
戦
国
領
主
」
「
国
衆
」

が
い
な
い
こ
う
し
た
地
域
で
は
、
村

落
が
つ
く
る
諸
関
係
が
地
域
社
会
を

動
か
し
て
い
た
。 

領
主
支
配
に
つ
い
て
は
、
駿
河
で

は
東
部
の
葛
山
氏
・
富
士
氏
以
外
は
、

「
戦
国
領
主
」
「
国
衆
」
と
い
え
る

領
主
は
み
ら
れ
な
い
。
朝
比
奈
氏
・

岡
部
氏
・
関
口
氏
な
ど
の
上
級
家
臣

や
、
海
老
江
氏
の
よ
う
な
中
級
の
家

臣
を
み
る
と
、
各
地
に
分
散
し
た
所

領
を
支
配
す
る
形
態
が
主
で
あ
る
。

こ
う
し
た
所
領
支
配
の
形
態
は
、
所

領
を
一
か
所
に
集
中
さ
せ
な
い
今
川

氏
の
所
領
政
策
の
賜
物
か
も
知
れ
な

い
。
今
川
氏
は
岡
部
氏
・
関
口
氏
に

対
し
て
も
所
領
の
一
時
没
収
を
行

い
、
菩
提
寺
領
と
家
臣
所
領
の
替
地

を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
駿
河
で
は
遠

江
・
三
河
と
異
な
り
、
駿
府
に
滞
在

し
て
今
川
氏
に
奉
公
す
る
領
主
が
一

定
度
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の

な
か
で
家
臣
は
今
川
氏
の
承
認
を
得

な
が
ら
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
地

域
の
な
か
に
構
築
し
て
い
く
。
岡
部

氏
は
浅
間
社
別
当
寺
や
今
川
氏
菩
提

寺
増
善
寺
と
関
係
を
結
び
、
開
発
や

所
領
寄
進
を
進
め
た
。
ま
た
駿
河
で

は
今
川
氏
料
所
・
家
臣
領
・
寺
院
領

・
駿
府
滞
在
公
家
の
所
領
の
間
で
支

配
が
重
層
し
て
お
り
、
そ
の
間
で
紛

争
が
発
生
す
る
と
、
関
口
氏
や
朝
比

奈
氏
は
在
地
や
寺
院
か
ら
の
要
求
に

対
応
し
て
紛
争
解
決
に
当
た
っ
て
い

る
。
岡
部
氏
は
今
川
氏
の
裁
許
で
耕

作
放
棄
を
命
じ
ら
れ
た
高
田
の
村
を

維
持
し
て
増
善
寺
に
寄
進
し
て
お

り
、
地
域
の
維
持
と
い
う
点
で
は
今

川
氏
の
命
令
に
従
順
だ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
今
川
氏
は
所
領
の
替
地
や

没
収
を
行
い
つ
つ
も
、
家
臣
・
寺
院

・
村
落
が
つ
く
る
地
域
の
関
係
に
対

し
て
は
、
そ
れ
に
配
慮
し
て
紛
争
解

決
を
進
め
る
支
配
を
行
っ
て
い
た
。 

「
戦
国
領
主
」
「
国
衆
」
が
い
な

い
駿
河
中
西
部
で
は
、
村
落
・
都
市

・
商
人
・
領
主
・
寺
院
か
ら
成
る
多

彩
な
勢
力
が
地
域
社
会
を
動
か
し
て

い
る
様
相
が
み
ら
れ
る
。
地
域
社
会

は
こ
う
し
た
諸
関
係
を
ふ
ま
え
た
支

配
を
行
う
権
力
と
し
て
、
今
川
氏
の

正
当
性
を
支
持
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
支
配
の
あ
り
方
は
「
戦
国
領

主
」
「
国
衆
」
が
ひ
し
め
く
遠
江
・

三
河
の
領
国
支
配
と
は
異
な
る
面
が

大
き
い
。
大
名
領
国
支
配
は
単
一
の

あ
り
方
を
と
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
駿
河
・
遠
江
・
三
河
を
含
む
統

一
的
な
流
通
構
秩
序
が
存
在
し
た
わ

け
で
も
な
い
。
領
国
内
の
地
域
構
造

の
差
異
に
も
留
意
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
（
四
月
例
会
平
林
報
告
の
報

告
要
旨
に
つ
い
て
は
、
次
号
掲
載
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

[

例
会
案
内] 

☆ 

七
月
例
会 

一
、
日 

時 

七
月
二
十
七
日(

土) 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

静
岡
県
教
育
会
館
D
会
議

室 三
、
報
告
者
及
び
報
告
名 

「
本
多
正
信
の
台
頭
」 

本
多
隆
成
氏 

 
※

な
お
、
例
年
通
り
、
幹
事

会
を
二
時
半
よ
り
行
い
ま
す

の
で
、
会
長
並
び
に
顧
問
・

幹
事
の
方
は
遅
れ
な
い
よ
う

に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。 

[

事
務
局
よ
り] 

１
、
歴
史
随
想
の
ス
ト
ッ
ク

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
県
内

の
内
容
で
書
け
る
方
は
ぜ
ひ

投
稿
く
だ
さ
い
。 

２
、
例
会
報
告
つ
い
て 

十
月
は
、原
田
千
尋
氏
著『
今

川
義
元
』
の
書
評
会
で
す
。
書
評
者
は
、

前
田
利
久
氏
・
小
林
輝
久
彦
氏
・
森
田
香

司
の
予
定
で
す
。 

 

十
一
月
以
降
は
お
一
人
決
ま
っ
て
い

ま
す
の
で
、
報
告
希
望
の
方
は
、
会
長
ま

た
は
事
務
局
森
田
ま
で
連
絡
下
さ
い
。 
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